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１）情報提供する法規制の対象範囲

工業化学品及び電子電気機器製品に対する化学物質規制

○速報可能な範囲：欧州、北米、オセアニアおよび日本（情報源が日英語に限る）
（※具体的情報範囲は Ⅰ～Ⅳ参照）

1~2営業日で発行

○速報性はないが情報は情報提供は可能な範囲：
中国、台湾、韓国、東南アジア諸国、南米等

7営業日で発行

２）情報提供する内容

法規制の草案及び公布の速報とその内容解説及びそれらのガイダンス/Q&A
（※事例は 事例①～②を参照）

３）情報提供のタイミング

草案及び官報公布時に速報として提供できるものは公布後２営業日程度で提供します。その他は情
報通知として速報ができますが、内容解説には約1か月～2か月かかります。なお、現在調査している範
囲においては2週間以上変化のない情報源はありません。

情報提供の範囲・内容＆情報提供のタイミング

2



Copyright(C)2023 JEMAI All Rights Reserved

１）欧州における工業化学品及び電子電気機器製品に対する化学物質規制情報

1．REACH規則関連
1-1登録関連 (データ共有、共同届出、SIEF、CSR、ES等)                                     
1-2 評価関連 (CoRAP、PACT等)                                                                             
1-3 認可関連(SVHC決定、優先勧告物質、附属書ⅩⅣ改訂、認可の付与等)      
1-4 制限関連(附属書ⅩⅦ改訂、制限物質等)                                  
1-5 サプライチェーンにおける情報伝達関連(SDS作成・提供に関する情報)

(SDS、ex-SDS、附属書Ⅱ改訂、ESCom package、第33条、混合物の安全使用のための情報伝達等)                                    
1-6 届出関連(第7条等)   
1-7 REACH Q&A
1-8 EHCAのREACHガイダンスの更新情報
1-9査察関連(REACH執行プロジェクト関連) 

2.  CLP規則関連      
2-1 有害物質の改正を含む条文の改正情報
2-2 C&L インベントリー届出関連
2-3 EHCAのCLPガイダンスの更新情報    
2-4 CLP Q&A
2-5査察関連(REACH執行プロジェクト関連)  

具体的情報範囲 Ⅰ
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具体的情報範囲 Ⅱ

3．欧州におけるナノマテリアル規制(REACHにおけるナノマテリアル関連情報を含む)            
3-1 REACHにおけるナノマテリアル規制関連
3-2 欧州各国におけるナノ製品登録制度等

(フランス、ベルギー、デンマーク、ノルウェー、スウェーデン)

4.  殺生物性製品規則(BPR)
4-1 処理されたアーティクル規制及びFAQ
4-2殺生物性製品規則のQ&A

5. 欧州POPs規則   
         
6. RoHS
6-1 EU RoHS(条文、FAQ及びガイダンス(Blue Guide))
6-2ノルウェーRoHS/WEEE
6-3 東欧諸国のRoHS(ウクライナ、セルビア)(但し、本情報については簡単な概要のみ)
6-4 トルコRoHS(但し、本情報については速報は不可で簡単な概要のみ)

7. 欧州のその他地域の情報
7-1 スイス化学品規制(但し、本情報については速報は不可)
7-2 ノルウェー消費者製品規則(PFOA規則等)
7-3 スウェーデン製品規則、
7-4 トルコCLP(SEA)及びトルコREACH(KKDIK)(但し、本情報については速報は不可)
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2）北米(米国、カナダ及びメキシコ)における工業化学品及び
電子電気機器製品に対する化学物質規制情報

1. TSCA(条文、ガイダンス及びFAQ)
2. カリフォルニア州Prop65(条文及びFAQ)
3. カリフォルニア州 より安全な消費者製品規則(条文、ガイダンス及びFAQ)
4. HCS(Hazard Communication Standard)
5. 米国各州法における水銀規制(但し、本情報については速報は不可で簡単な概要のみ)
6. 米国各州法における臭素化難燃剤規制(但し、本情報については速報は不可で簡単な概要のみ)

7. カナダ環境保護法
7-1 (条文、ガイダンス及びFAQ)
7-2 特定有害物質禁止規則:Prohibition of Certain Toxic Substances Regulations, 2012

8. カナダSDS・ラベル制度(WHIMS)
8-1  危険有害性製品規則(Hazardous Products Regulations)(GHS分類)

9.メキシコ

具体的情報範囲 Ⅲ
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具体的情報範囲 Ⅳ

3）オセアニアにおける工業化学品及び電子電気機器製品に対する化学物質規制情報

1.ニュージーランド1996年有害性物質および新生物(HSNO)法
2.オーストラリア工業化学品法
3. オーストラリア労働健康安全法(Work Health and Safety Act)

4)日本における工業化学品及び電子電気機器製品に対する化学物質規制情報

1.化審法、
2.安衛法(製品規制関連)、
3.化管法(製品規制関連)、
4.水銀による環境の汚染の防止に関する法律、
5.毒劇法、
6.環境物品等の調達の推進に関する基本方針
7. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律
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情報提供の事例
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事例② 2023年6月12日発行
＜米国ワシントン州より安全な製品規則(WAC 173-337)の採択＞
米国ワシントン州の環境部局(ecology)は、より安全な製品規則(WAC 173-337 SAFER PRODUCTS

RESTRICTIONS AND REPORTING)草案を2023年6月1日に採択した。1) 2) 3)

当局(Ecology)が安全な代替が利用可能であると判断した優先化学物質を含有する優先消費者製品の販
売が禁止され、又、それらに対して、年度の報告義務が課せられる

詳細は マークをクリックし表示されたPDFをご覧ください注）。

事例① 2023年5月9日発行
＜REACH附属書ⅩⅦ(Entry 63:鉛及びその化合物)を修正する委員会規則の公布＞

2023年5月8日にREACH附属書ⅩⅦ(Entry 63:鉛及びその化合物)を修正する委員会規則が欧州連合の
官報で公布された。1) 

現行のREACH附属書ⅩⅦのEntry 63:鉛及びその化合物2) のカラム2に免除に関する追加の規定が挿入
される。例えば、本規則は、本制限に対する幾つかの免除を与えている、とりわけ、鉛酸蓄電池における
PVCシリカ隔離板及び回収された硬質PVCを含むPVCアーティクル等。後者の免除からの恩恵を受ける
ためには、回収されたPVC材料の由来は、独立した第三者による認証を受ける必要がある等。

詳細は マークをクリックし表示されたPDFをご覧ください注）。

注）：クリップマークにリンクされた資料を見るには、このファイルをダウンロードしてACROBAT READER
で表示してください。
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今迄の配信、登録案内
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＜月度別配信数＞

過去の配信内容は、こちらからhttps://www.chemical-info-jemai.net/catcher-archive

2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
発行件数 53 51 51 55 63 39 35

週平均発行数 1.02 0.98 0.98 1.05 1.21 0.75 0.89

＜登録に関して＞

CATCHER年間登録料
JEMAI会員
30,000円

一般企業、
50,000円

・年度途中のお申込みでも年間の費用になります。
（月割りはありません）

登録はこちらから：
CATCHER登録 | JEMAI 化学物質総合管理部門 (chemical-info-jemai.net)

製品含有化学物質規制情報がなんと、一件当たり:794円～1,282円であなたのものに

https://www.chemical-info-jemai.net/catcher-archive
https://www.chemical-info-jemai.net/catcher%E7%99%BB%E9%8C%B2
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REACH 附属書ⅩⅦ(Entry 63:鉛及びその化合物)を修正する委員会規則の公布 


                                                             2023 年 5 月 9 日 


一般社団法人産業環境管理協会 


国際化学物質管理支援センター 


 


2023 年 5 月 8 日に REACH 附属書ⅩⅦ(Entry 63:鉛及びその化合物)を修正する委員会規


則が欧州連合の官報で公布された。1)  


現行の REACH 附属書ⅩⅦの Entry 63:鉛及びその化合物 2) のカラム 2 に免除に関する


追加の規定が挿入される。例えば、本規則は、本制限に対する幾つかの免除を与えてい


る、とりわけ、鉛酸蓄電池における PVC シリカ隔離板及び回収された硬質 PVC を含む


PVC アーティクル等。後者の免除からの恩恵を受けるためには、回収された PVC 材料の


由来は、独立した第三者による認証を受ける必要がある等。 


2022 年 6 月 14 日付の CATCHER 速報にて、本規則の最終草案を報告したが、パラグラフ


15～18 の記載内容が修正されているので、改めて確認して頂きたい。 


 


 (概要) 


2016 年 12 月 16 日に ECHA 欧州委員会の要請により、は REACH 規則第 69 条(1)に従っ


て、REACH 制限を提案する Dossier を欧州委員会に提出した。その提案はそのライフサイ


クルの間に、鉛安定剤を含有する塩化ビニルのポリマー又はコポリマー(PVC)から作られる


アーティクルからの鉛の放出が、直接的及び間接的に人の鉛へのばく露に寄与しているこ


とを証明していた。 


2018 年 3 月 15 日に、ECHA の SEAC(社会経済解析委員会)は、RAC(リスク評価委員会)及び


SEAC の両者から修正を受けた、ECHA によって提案された制限が、その社会経済的便益及


び社会経済的費用の観点から、特定されたリスクに取り組む最も適切な欧州連合の横断的


措置であるとの見解を採択した。 


更に、執行目的に対して、回収された PVC を含有するアーティクルとそうでないものとを


区別できるようにすることが必須であることが考慮されて、回収された PVC を含有するア


ーティクルへの適用除外で包含されるすべてのアーティクルを表示する要求事項が導入さ


れた。 


アーティクル、特に輸入されたアーティクル中の PVC 材料の回収の起源を判断することが


困難であることを考慮して、回収された PVC 中の含有量に関係する適用除外からの恩恵を


受けるアーティクルの供給者は、証拠文書を提示することによってその材料の回収の起源 


を証明することができるべきとされた。輸入されたアーティクル中の回収された PVC に関


係する回収の主張を執行機関が立証する適切な実務的手段が欠落していることを考慮して、 


そのような主張は、独立した第三者機関の証明書によって立証されるべきとされた。 
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このようにして草案は作成されたが、REACH 規則第 133 条(4)で規定される精査に関わる法


的手続きに従って、2020 年 2 月 12 日に本草案に反対する決議が欧州議会で採択され、本草


案は否決された。欧州議会は、新しい製品に鉛を持ちこむことになるので、回収された PVC


への免除を削除することを欧州委員会に要望した。更に、REACH の下における認可を受け


る 2 つの鉛顔料に対する免除も削除することを要望した。 


欧州委員会は、上記決議の内容を評価して、最初の草案を修正した。しかし、現状の回収技


術は、鉛を完全に排除することができなかった。それ故に、PVC 材料の 0.1 重量%未満の鉛


を含有するアーティクルの上市だけでなく 0.1 重量%未満の鉛を含有する PVC 材料のアー


ティクルにおける継続使用の両方を可能とするために、PVC 中の鉛及びその化合物の上市


だけでなくその使用に対して、鉛の 0.1%の濃度制限を設定することが必要とされた。 


草案規則から回収された軟質 PVC を含有する PVC アーティクルに対する適用除外は削除


された。しかしながら、新しい要求へ適合するために、経済的行為者には 24 ヶ月の猶予期


間が与えられるべきとされた。 


以上の検討により、修正された最終草案が採択された。 


 


以下本規則の本文及び附属書の全文仮訳を掲載する。 


(本文の全文仮訳) 


 


第１条 


規則(EC) No 1907/2006 の附属書ⅩⅦは、本規則の附属書に従って修正される。 


 


第２条 


本規則は欧州連合官報での公表後の 20 日後に施行されるものとする。 


本規則はその全体において拘束的であり、すべての加盟国において直接適用されるものと 


する。 


2023 年 5 月 3 日 Brussels において作成 


欧州委員会議長  Ursula VON DER LEYEN 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 3 


附属書 


規則(EC)No 1907/2006 の附属書ⅩⅦのエントリー63 におけるカラム 2 において、以下のパ


ラグラフが追加される： 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


15. 鉛の濃度が塩化ビニル(PVC) 材料の 0.1 重量%以上の場合、PVC のポリマー


又はコポリマーから作られるアーティクルにおいて上市又は使用されないものと


する。 


 


16. パラグラフ15は、2024年11月29日から効力を有して適用されるものとする。 


 


17. 本規定の例外として、パラグラフ15は、2025年5月28日まで回収された軟質


PVCを含有するPVCアーティクルに適用されないものとする。 


18. 本規定の例外として、鉛の濃度が回収された硬質PVCの1.5重量%未満の場


合、パラグラフ15は、2033年5月28日まで、回収された硬質PVCを含有する


以下のPVCアーティクルに適用されないものとする： 


(a) 建築及び土木工事における外部適用のための枠(profile)及びシートで、デッ


キ及びテラスは除く； 


(b) 回収されたPVCが中間層で使用されていて、鉛の濃度が0.1重量%未満であ


るPVC又はその他の材料の層で全体的に覆われている条件での、デッキ及び


テラスのための枠(profile)及びシート； 


(c) 建築及び土木工事における隠れた空間又は隙間に使用される枠(profile)及び


シート(通常の使用の間は、維持管理を除いて、手が届かない場所にある。


例えば、ケーブル管路(ducts))； 


(d) 設置後の建築の居住場所に面している枠(profile)又はシートの全表面が鉛の


濃度が0.1重量%未満であるPVC又はその他の材料を使用して生産されている


条件での、内部建築への適用のための枠(profile)及びシート； 


(e) 回収されたPVCが中間層で使用されていて、鉛の濃度が0.1重量%未満であ


るPVC又はその他の材料の層で全面的に覆われている条件での、多層パイプ


(飲料水のためのパイプは除く)； 


(f) 接続金具(fittings)、飲料水用パイプのための接続金具(fittings)は除く。 


2026年5月28日から、ポイント(a)～(d)において参照されているアーティクルのカ


テゴリーから回収される硬質PVCは、これらのカテゴリーのなんらかの新しいア


ーティクルの生産にのみ使用されるものとする。 


鉛の濃度がそのPVC材料の0.1重量%以上である回収された硬質PVCを含むPVCア


ーティクルの供給者は、これらのアーティクルを上市する前に、以下の記述を付


けて、それらが目に見えて、読みやすく及び消えないようにまちがいなく表示す


るものとする：「0.1%以上の鉛を含有する」。 
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その表示が、そのアーティクルの性質からそのアーティクル上に記載できない場


合、そのアーティクルの包装の上に表示されるものとする。 


回収された軟質PVCを含むPVCアーティクルの供給者は、これらのアーティクル


における回収されたPVCの起源に関する主張(claims)を立証するための証拠書類


を、要請に応じて、国内執行機関に提出するものとする。EN 15343:2007又は同


等の承認された標準に従って作成された、トレーサビリテイ及び回収された含有


量の証拠を提供するための体系(scheme)によって発行された証明書が、欧州連合


内で生産されたPVCアーティクルのための主張(claims)を立証するために使用す


ることができる。輸入されたアーティクルにおける回収されたPVCの起源に関し


てなされた主張(claims)は、独立した第三者機関によって発行された、トレーサ


ビリテイ及び回収された量に相当する証拠を提供する証明書が伴われるものとす


る。 


欧州委員会は、2018年5月28日までに、新しい科学的知見を考慮して本パラグラ


フを見直しして、適宜、それを修正するものとする。 


 


19. 本規定の例外として，パラグラフ15は、以下には適用されないものとする： 


  (a) 鉛酸蓄電池における PVC シリカ隔離板は、2033 年 5 月 28 日まで； 


  (b) パラグラフ 2～5 に従って、パラグラフ 1 及びパラグラフ 8 及び 10 に従っ


て、パラグラフ 7 に包含されるアーティクル； 


  (c) 以下の範囲内にあるアーティクル： 


     (i) 規則(EC)No 1935/2004； 


     (ii) 指令2011/65/EU； 


     (iii) 指令94/62/EC； 


     (iv) 指令2009/48/EC 


 


20. 本規定の例外として，パラグラフ15は、2024年11月28日までに上市された


PVCアーティクルには適用されないものとする。 


 


 


 


 


参考文献 


1) COMMISSION REGULATION (EU) 2023/923 of 3 May 2023 


amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the 


Council as regards lead and its compounds in PVC 


<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0923> 



https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0923
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2) Entry 63 


<https://echa.europa.eu/documents/10162/851fb88e-9867-c5a0-bf15-2678ad831be6> 


 


上記引用された Standard EN 15343:2007： 


Standard EN 15343:2007 on Plastics - Recycled Plastics - Plastics recycling traceability and 


 assessment of conformity and recycled content, approved by the European Committee for  


Standardization on 2 November 2007. 


 


 


(山本 毅) 


 


以上 



https://echa.europa.eu/documents/10162/851fb88e-9867-c5a0-bf15-2678ad831be6
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米国ワシントン州より安全な製品規則(WAC 173-337)の採択 


                                                             2023年 6月 12日 


一般社団法人産業環境管理協会 


国際化学物質管理支援センター 


 


米国ワシントン州の環境部局(ecology)は、より安全な製品規則(WAC 173-337 SAFER 


PRODUCTS RESTRICTIONS AND REPORTING)草案を 2023年 6月 1日に採択した。1) 2) 3) 


当局(Ecology)が安全な代替が利用可能であると判断した優先化学物質を含有する優先消費


者製品の販売が禁止され、又、それらに対して、年度の報告義務が課せられる。 


本規制は、ワシントン州のためのより安全な製品(SPW)プログラム 4) の下における優先化


学物質を含有する優先消費者製品に適用される。 


適用される各規制とその対象： 


・アフターサービス(aftermarket)用の防汚 撥水処理及びカーペット及びラグ及び皮革及び


繊維製服飾品 (WAC 173-337-110 PFAS(繊維製品及び皮革製品への PFAS 規制)) 


・ビニール床材及びパーソナルケア製品の香料におけるオルトフタレート(Ortho phthalate) 


(WAC 173-337-111 Ortho-phthalates(化粧品及び香料への Ortho-phthalates規制)) 


・電子・電気機器製品のプラスチック製外側筐体(external enclosures))における有機ハロゲン


系難燃剤(OFR) （WAC 173-337-112 Flame retardants） 


・レクリエーション用ポリウレタンフォームにおける難燃剤(RCW 70A.350.010 において定


義されるもの)  （WAC 173-337-112 Flame retardants） 


・洗濯洗剤、食品及び飲料水の缶の裏張り及び感熱紙におけるフェノール化合物   (WAC 


173-337-113 Alkylphenol ethoxylates. Laundry detergent及びWAC 173-337-114 Bisphenols) 


 


本規則は 2023年 7月 1日に施行され、製造者、流通業者及び小売業者は特定の消費者製


品に関する制限に 2025年 1月 1日から順守する。 


優先消費者製品の製造者に対する報告義務については、WAC 173-337-110(Ortho-phthalates)、


WAC 173-337-112(Flame retardants)及び WAC 173-337-114(Bisphenols)で規定された施行日後


の年度(2025年)の 1 月 31日までに最初の届出を提出する。 


WAC 173-337-112 Flame retardants(OFR)における規制対象は、意図的に添加された OFR に限


定され、最終案では施行日以前に製造されたスペアパーツ、リファービッシュパーツは除外


された。又、医療機器は対象外とされた。更に、WAC 173-337-112の規制対象には、電子・


電気機器製品のプラスチック製外側筐体が含まれるが、州内での販売を禁止する規定は段


階的に適用され、TV 及び電子ディスプレイのみ 2025 年 1 月 1 日から適用される。その他


の電子・電気機器製品については、企業規模に応じて、2027年 1月 1日及び 2028年 1月 1


日からの適用に区分される。又、レクリエーション用ポリウレタンフォームにおける難燃剤 


の報告義務の対象には、有機ハロゲン系難燃剤(OFR) の他に特定の有機リン酸エステル系
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難燃剤も含まれる。詳細は、以下のWAC 173-337-112 Flame retardantsを参照のこと。 


規制対象により、順守対応が制限(販売禁止)と報告に区別されていることにご注意下さい。 


 


以下、上記の規定 2) の制限内容及び報告要求に関する概要を説明する： 


WAC 173-337-015 適用 


(1) 本章はワシントン州において又はワシントン州へ優先化学物質を含有する優先消費者 


製品を製造、流通又は販売又は販売するために提供するすべての者に適用される。 


(2) 本章は以下には適用されない： 


(a) 70A.350 RCW章から排除される消費者製品 


(b) ワシントン州域外から消費者への販売又は流通するだけのために、ワシントン州におい


て輸送され又は貯蔵される消費者製品 


(c) 在庫のリサイクル又は処分 


 


 


WAC 173-337-060 Reporting requirements.報告要求 


(1) 適用 


(a) WAC 173-337-110、 173-337-112 及び 173-337-114 に掲げる、当局 (ecology)へ届出


(notification)を提出することが要求される、優先消費者製品の製造者に適用される。 


本章は、本届出を提出する者を、報告当事者として参照する。 


(b) 優先消費者製品の製造者又はその製造者を代表する業界団体は報告当事者としての役


目を果たすことができる。 


(c)報告当事者 


以下の階層が、どの個人又は法人の環境部が、当局(ecology)が完全で正確でタイムリーな


届出を受理することを保証する主たる責任を持つのかを決定する。 


(i)米国において存在しないのでなければ、製造された優先消費者製品を保有する個人又は法


人。 


(ii) 米国において存在しないのでなければ、その名称又は商標の下に優先消費者製品を上市


した個人又は法人 


(iii)輸入者又は流通業者であるとなかろうと、米国において優先消費者製品を所有する最初


の個人又は法人 


(d) 本章は、特定の優先消費者製品に関してのみ、報告当事者に届出を提出することを要求


する。 


(2) タイミング 


(a) 報告当事者は以下のように当局(ecology)へ届出を提出しなくてはならない： 


(i) WAC 173-337-110、173-337-112及び 173-337-114に掲げる、報告要求の施行期日後、 


その年度の 1月 31日までに 
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(ii) その後、毎年、1月 31日までに 


(b) 報告当事者は、優先消費者製品がもはや意図的に添加された優先化学物質を含有して 


いない場合、当局(ecology)へ改訂の届出を提出できる。 


(3) 届出の内容 


(a) 届出は、前年のカレンダー年の間にワシントン州において販売された又は販売のために


提供された、意図的に添加された優先化学物質を含有する優先消費者製品に関する情報


を含まなくてはならない。 


(b) 届出は、以下の情報を含まなくてはならない： 


(i) 意図的に添加された優先化学物質の名称及び CAS RN番号。優先化学物質が CAS RN番


号を持つ場合は、届出にはそれを含めなくてはならない。優先化学物質が CAS RN 番号


を持たない場合は、その化学物質の一般名称を含む。 


(ii) 優先化学物質を含有する製品のカテゴリー又は製品カテゴリー。製品カテゴリーとは、


GS1 全世界製品分類(GPC)標準のレンガレベル(brick level)を意味し、それは類似の形状


及び材料のものであり、同じ一連のカテゴリー属性を共有するものである。 


(iii) 優先化学物質を含有する製品カテゴリー内の製品の部品。製品の部品とは、完成された


優先消費者製品の一部として含まれることが意図されている、一意的に特定できる材


料又は塗料(インク又は染料を含む)を意味する。 


(iv) 優先化学物質の機能の記述 


(v) 個々の製品カテゴリーにおける個々の製品部品における個々の意図的に添加された優


先化学物質の濃度範囲。報告当事者はその正確な濃度よりも範囲内にある濃度を報告し


てもよい。ある特定の製品カテゴリーにおける所定の製品部品に対して、複数の濃度が


存在する場合、報告当事者は最も高い濃度を報告しなくてはならない。 


本報告の範囲は以下の通り： 


(A) 100 ppm(0.01%)未満 


(B) 100 ppm(0.01%)以上だが、500 ppm(0.05%)未満 


(C) 500 ppm(0.05%)以上だが、1,000 ppm(0.1%)未満 


(D) 1,000 ppm(0.1%)以上だが、5,000 ppm(0.5%)未満 


(E) 5,000 ppm(0.5%)以上だが、10,000 ppm(1.0%)未満 


(F) 10,000 ppm(1.0%)以上 


(vi) 連絡先情報 


(A) 報告当事者の名称及び住所 


(B) 報告当事者の連絡窓口の名称、住所、電話番号及び電子メールアドレス 


(C) 業界団体が報告当事者として役目を果たす場合、届出にはそれらがそのために報告する


製造者のリスト及びすべての必須情報を含めなくてはならない。 


(D) 本報告当事者を最も代表する本セクションのサブセクション(1)(c)の階層における選択 


(vii) 報告当事者がその製品の適切な用途に関連すると考えるすべてのその他の情報 
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(4) 報告当事者が前年の年度届出における情報が、最新の報告年度において変更していない 


と判断する場合、前年度の届出からのデータを最提出しなくてはならない。 


(5) 本章が報告当事者に要求しないものには以下のものが含まれる： 


(a) 固有の調剤 


(b) 優先消費者製品又は製品部品における優先化学物質の使用又は添加に責任のある施設


の特定名称及び住所 


(6) 届出データ 


報告当事者は、必須情報を当局(ecology)へ提出するために、当局が指定した届出データ


ベースを使用しなくてはならない。 


 


WAC 173-337-065  企業機密情報(CBI) 


当局(ecology)へ情報を提出する者は、その要請を裏付ける適切な文書を提供することによっ


て、当局がその情報を RCW 43.21A.160に規定されている機密として取り扱うことを要請す


ることができる。 


 


 


WAC 173-337-110   PFAS.  


(1) アフターサービス(aftermarket)用の防汚 撥水処理 


(a) 適用 


(i) 優先消費者製品。本サブセクションは、以下に適用される： 


(A) 繊維及び皮革消費者製品へ適用するためのアフターサービス(aftermarket)用の防汚処理 


(B) 繊維及び皮革消費者製品へ適用するためのアフターサービス(aftermarket)用の撥水処理 


(C) 繊維及び皮革消費者製品へ適用するためのアフターサービス(aftermarket)用の防汚及び


撥水処理 


(ii) 本規制はその製造工程の間に適用される市場導入前の局所的な化学処理には適用され


ない。 


(b) 施行スケジュール 


 本サブセクションの(c)における制限は、2025年 1月 1日に施行される。 


(c) 制限 


(i) 意図的に添加された PFAS を含有する、本サブセクションの(a)において記述される優先


消費者製品を製造、販売又は流通してはならない。 


  本規則は 2025年 1月 1日前に製造された本サブセクションの(a)において記述される 


優先消費者製品には適用されない。 


(ii) 当局(Ecology)は、フッ素総量の検出は PFASの意図的添加を示すものと見なす。 


(iii) 製造者は、以下の情報を含む陳述を当局(Ecology)に提出することで本推定(順法違反の


嫌疑)に反論できる 
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(A) 本陳述を提出する者の名称と住所 


(B) PFAS が意図的に添加されていない旨の陳述。本陳述を裏付ける信頼できる証拠を提供


し、それには PFAS が意図的に添加されていないことを証明するのに関連する情報、デ


ータ及び情報源を含む。 


 


(2) カーペット及びラグ 


(a) 適用 


(i)室内向け及び屋外向けカーペット 


(ii)カーペット上のマットを含む室内向け及び屋外向けラグ 


(b) 施行スケジュール 


本サブセクションの(c)における制限は、2025 年 1月 1日に施行される。 


(c)制限 


(i) 意図的に添加された PFAS を含有する、本サブセクションの(a)において記述される優先


消費者製品を製造、販売又は流通してはならない。 


本規則は以下には適用されない： 


(A)たとえ、2025年 1月 1日後にその優先消費者製品がリファービッシュされても、2025年


1月 1日前に製造された本サブセクションの(a)において記述される優先消費者製品。 


(B) 2025年 1月 1日前に製造された、本サブセクションの(a) において記述される優先消費


者製品をリファービッシュするために作成された修理部品又は交換部品 


(ii) 当局(Ecology)は、フッ素総量の検出は PFASの意図的添加を示すものと見なす。 


(iii) 製造者は、以下の情報を含む陳述を当局(Ecology)に提出することで本推定(順法違反の


嫌疑)に反論できる 


(A) 本陳述を提出する者の名称と住所 


(B) PFAS が意図的に添加されていない旨の陳述。本陳述を裏付ける信頼できる証拠を提供


し、それには PFAS が意図的に添加されていないことを証明するのに関連する情報、デ


ータ及び情報源を含む。 


 


(3) 室内使用向けの皮革及び繊維製品の家具及び調度品 


(a) 適用 


(i)本サブセクションは室内使用向けの皮革及び繊維製品の家具及び調度品に適用される。 


(ii) 本サブセクションは以下には適用されない： 


(A) 屋外向けの皮革及び繊維製品の家具及び調度品 


(B) 独立して販売されるが、家具及び調度品の部品ではない皮革及び繊維製品 


(b) 施行スケジュール 


本サブセクションの(c)における制限は、2026 年 1月 1日に施行される。 


(c) 制限 
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(i) 意図的に添加された PFAS を含有する、本サブセクションの(a)において記述される優先


消費者製品を製造、販売又は流通してはならない。 


本規則は、以下には適用されない： 


(A)たとえ、2026年 1月 1日後にその優先消費者製品がリファービッシュされても、2026年


1月 1日前に製造された本サブセクションの(a)において記述される優先消費者製品。 


(B) 20261 月 1 日前に製造された、本サブセクションの(a) において記述される優先消費者


製品をリファービッシュするために作成された修理部品又は交換部品 


(ii) 当局(Ecology)は、フッ素総量の検出は PFASの意図的添加を示すものと見なす。 


(iii) 製造者は、以下の情報を含む陳述を当局(Ecology)に提出することで本推定(順法違反の


嫌疑)に反論できる 


(A) 本陳述を提出する者の名称と住所 


(B) PFAS が意図的に添加されていない旨の陳述。本陳述を裏付ける信頼できる証拠を提供


し、それには PFAS が意図的に添加されていないことを証明するのに関連する情報、デ


ータ及び情報源を含む。 


 


(4) 屋外使用向けの皮革及び繊維製品の家具及び調度品 


(a) 適用 


(i)優先消費者製品。セクションは屋外使用向けの皮革及び繊維製品の家具及び調度品に適用


される。 


(ii) 本サブセクションは以下には適用されない： 


(A) 室内向けの皮革及び繊維製品の家具及び調度品 


(B) 独立して販売されるが、家具及び調度品の部品ではない皮革及び繊維製品 


(b) 施行スケジュール 


(i) 本サブセクションの(c)における報告要求は、2024年 1月 1日に施行される。 


(ii) 報告当事者は、WAC 173-337-060に従って当局(ecology)へ届出(notification)を提出しなく


てはならない。 


(A) 2025年 1月 31日までに 


(B) その後、1月 31日までに毎年行う 


(c) 報告 


製造者は、本サブセクションの(a)において記述される優先消費者製品が、意図的に添加さ


れた PFAS を含有している旨の通知(notice)を提供しなくてはならない。製造者は WAC 


173-337-060に従って当局(ecology)へ通知(notice)を提出しなくてはならない。 


(i)当局(Ecology)は、フッ素総量の検出は PFAS の意図的添加を示すものと見なす。 


(ii) 製造者は、以下の情報を含む陳述を当局(Ecology)に提出することで本推定(順法違反の


嫌疑)に反論できる 


(A) 本陳述を提出する者の名称と住所 
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(B) PFAS が意図的に添加されていない旨の陳述。本陳述を裏付ける信頼できる証拠を提供


し、それには PFAS が意図的に添加されていないことを証明するのに関連する情報、デ


ータ及び情報源を含む。 


 


 


WAC 173-337-111 Ortho-phthalates.  


(1) 化粧品及びパーソナルケア製品における香料 


(a) 適用 


(i)優先消費者製品。本サブセクションは、以下のものに適用される： 


(A) 香水及びコロンなどの別売りされている香料 


(B) その商品が FDA によって規制されている医薬品成分を含有しているかどうかに関わら


ず、化粧品に使用されている香料 


(C) その商品が FDA によって規制されている医薬品成分を含有しているかどうかに関わら


ず、パーソナルケア製品に使用されている香料 


(ii)本サブセクションは、以下には適用されない： 


(A) 香料のための溶媒又は定着剤として以外の目的のための化粧品又はパーソナルケア製


品に使用されている ortho-phthalates 


(B) 医薬品として FDAによって規制されている製品中の活性成分 


(C) 医療機器として FDA によって規制されている消費者製品 


(b) 順守スケジュール 


本サブセクションの(c)における制限は、2025 年 1月 1日に施行される。 


(c) 制限 


(i)香料成分のための溶媒又は定着剤として使用される意図的に添加された ortho-phthalates


を含有する本サブセクションの(a)に記述される優先消費者製品を製造、販売又は流通し


てはならない。 


 本規則は 2025年 1月 1日前に製造された本サブセクションの(a)において記述される 


優先消費者製品には適用されない。 


(ii)当局(ecology)はその成分に収載されていない ortho-phthalates の検出は、香料成分のため


の溶媒又は定着剤としての ortho-phthalatesの意図的添加を示すと見なす。 


(iii) 製造者は、以下の情報を含む陳述を当局(Ecology)に提出することで本推定(順法違反の


嫌疑)に反論できる 


(A) 本陳述を提出する者の名称と住所 


(B) ortho-phthalates が溶媒又は定着剤として意図的に添加されていない旨の陳述。本陳述を


裏付ける信頼できる証拠を提供し、それには ortho-phthalatesが意図的に添加されていな


いことを証明するのに関連する情報、データ及び情報源を含む。 
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(2) ビニール床材 


(a) 適用 


優先消費者製品。本サブセクションは、ビニール床材に適用される 


(b) 順守スケジュール 


本サブセクションの(c)における制限は、2025 年 1月 1日に施行される。 


(c) 制限 


 何らかの ortho-phthalatesを 1,000 ppm以上、個別に又は組み合わさって含有する、本サブ


セクションの(a)において記述される優先消費者製品を製造、販売又は流通してはならな


い。 


本規則は、以下には適用されない： 


(i) たとえ、その優先消費者製品が 2025年 1月 1日後にリファービッシュされても、2025年


1月 1日前に製造された本サブセクションの(a)において記述される優先消費者製品 


(ii)2025 年 1 月 1 日前に製造された、本サブセクションの(a) において記述される優先消費


者製品をリファービッシュするために作成された修理部品又は交換部品 


 


 


WAC 173-337-112 Flame retardants. 


(1) 室内使用向けのプラスチック製外部筐体(external enclosures)を有する電気電子製品 


(a) 適用 


(i) 優先消費者製品。本サブセクションは以下のいずれかを動力源とする室内使用向けプラ


スチック製外部筐体(external enclosures)を有する電気電子製品に適用する 


(A) 標準 120 volt コンセントで 20-ampまでの回路に対して設計されている 


(B) バッテリー 


(ii) 本サブセクションは以下には適用されない： 


(A) 屋外使用向けのプラスチック製外部筐体(external enclosures)を有する電気電子製品 


(B) 配線で接続されている場合のみ電力の供給を受けて、建物の固定された電気配線の恒久


的な一部となっている消費者製品。これには配線装置、制御装置、配電設備、照明器具、


検出器、調光器、制御装置及び生命安全システム及び装置が含まれる。 


(C) 医療機器として FDA により規制されている消費者製品 


(D) 天然ガスのような非電気的加熱エネルギー源を使用するために設計された消費者製品 


(iii)本サブセクションは、本サブセクションの(a)において記述される優先消費者製品の以下


の部品には適用されない。 


(A) プリント基板、内臓ファンのような手の届かない電子部品 


(B) 取り外し可能で交換可能だが、その完成品が完全に組み立てられ、機能する形状で 


あれば、手の届かない内部部品 


(C) 重量が 0.5g未満のプラスチック製外部筐体部品 
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(D) スクリーン、しかし、本サブセクションはそのスクリーンを取り囲んでいるプラスチッ


ク製の外部筐体(external enclosures)には適用される。 


(E) ワイヤ、コード、ケーブル、スイッチ、電球及びコネクター 


(b) 施行スケジュール 


(i) グループ定義 


(A) グループ 1 は、2022 年における世界の総売上高が 1,000,000,000 ドル以上の個人又は法


人を意味する。 


(B) グループ 2 は、2022 年における世界の総売上高が 1,000,000,000 ドル未満の個人又は法


人を意味する。 


(ii) 電子ディスプレイ及び TVの順守スケジュール 


(A) 本サブセクションの(c)における制限は、以下のものを製造、販売又は流通するグループ


1又はグループ 2における個人又は法人に対して、2025年 1月 1日に施行される： 


・本サブセクションの(a)において記述される電子ディスプレイ 


・本サブセクションの(a)において記述される TV 


(B) 本サブセクションの(b)(ii)における順守スケジュールは、以下の優先消費者製品には適


用されない： 


・一体型(All-in-one)のビデオ会議システム 


・電気製品と一体化されていて、エンドユーザーによる独立した製品としての購入のた


めには利用可能ではないディスプレイ 


・100平方センチメートル又は 15.5平方インチ以下のスクリーン面積を持つディスプ 


レイ 


・プロジェクター 


・バーチャルリアリティー(仮想現実)ヘッドセット 


(iii)グループ 1の順守スケジュール 


(A) 本サブセクションの(c)における制限は、本サブセクションの(a)において記述される優先


消費者製品を製造、販売又は流通するグループ 1における個人又は法人に対して、2027


年 1 月 1 日に施行される。本サブセクションの(b)(iii)における順守スケジュールは以下


に適用される： 


・一体型(All-in-one)のビデオ会議システム 


・電気製品と一体化されていて、エンドユーザーによる独立した製品としての購入の 


ためには利用可能ではないディスプレイ 


・100平方センチメートル又は 15.5平方インチ以下のスクリーン面積を持つディスプ 


レイ 


・プロジェクター 


・バーチャルリアリティー(仮想現実)ヘッドセット 


(B) 本サブセクションの(b)(iii)における順守スケジュールは、本サブセクションの(a)におい







10 


 


て記述される以下の優先消費者製品には適用されない： 


・本サブセクションの(a) において記述される電子ディスプレイ 


・本サブセクションの(a) において記述される TV 


(iv)グループ 2の順守スケジュール 


(A) 本サブセクションの(c)における制限は、本サブセクションの(a)において記述される優先


消費者製品を製造、販売又は流通するグループ 2における個人又は法人に対して、2028


年 1 月 1 日に施行される。本サブセクションの(b)(iv)における順守スケジュールは以下


に適用される： 


・一体型(All-in-one)のビデオ会議システム 


・電気製品と一体化されていて、エンドユーザーによる独立した製品としての購入のた


めには利用可能ではないディスプレイ 


・100平方センチメートル又は 15.5平方インチ以下のスクリーン面積を持つディスプ 


レイ 


・プロジェクター 


・バーチャルリアリティー(仮想現実)ヘッドセット 


(B) 本サブセクションの(b)(iv)における順守スケジュールは、本サブセクションの(a)におい


て記述される以下の優先消費者製品には適用されない： 


・本サブセクションの(a) において記述される電子ディスプレイ 


・本サブセクションの(a) において記述される TV 


(C) 制限 


(i) 意図的に添加された有機ハロゲン系難燃剤を含有する、本サブセクションの(a)において


記述される優先消費者製品を製造、販売又は流通してはならない。 


本規則は、以下には適用されない： 


(A) たとえ、本サブセクションの(b)における適用される順守スケジュールの後にその優先消


費者製品がリファービッシュされても、本サブセクションの(b)における適用される順守


スケジュールの前に製造された本サブセクションの(a)において記述される優先消費者


製品。 


(B) 本サブセクションの(b)における適用される順守スケジュールの前に製造された、本サ


ブセクションの(a) において記述される優先消費者製品をリファービッシュするため


に作成された修理部品又は交換部品 


(ii) 当局(Ecology)は、以下のハロゲンの検出を前提にする： 


(A) 均一材料中の 1,000 ppmを超える総量臭素濃度は意図的に添加された有機ハロゲン系難


燃剤を示す。 


(B) 均一材料中の 1,000 ppmを超える総量塩素濃度は意図的に添加された有機ハロゲン系難


燃剤を示す。 


(C) 均一材料中の 1,000 ppmを超える総量フッ素濃度は意図的に添加された有機ハロゲン系
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難燃剤を示す。 


(iii) 製造者は、以下の情報を含む陳述を当局(Ecology)に提出することで本推定(順法違反の


嫌疑)に反論できる 


(A) 本陳述を提出する者の名称と住所 


(B) 有機ハロゲン系難燃剤が意図的に添加されていない旨の陳述。本陳述を裏付ける信頼で


きる証拠を提供し、それには有機ハロゲン系難燃剤が意図的に添加されていないこと


を証明するのに関連する情報、データ及び情報源を含む。 


 


(2) 屋外使用向けのプラスチック製外部筐体(external enclosures)を有する電気電子製品 


(a)適用 


(i)優先消費者製品。本サブセクションは以下のいずれかを動力源とする屋外使用向けプラス


チック製外部筐体(external enclosures)を有する電気電子製品に適用する： 


(A) 標準 120 volt コンセントで 20-ampまでの回路に対して設計されている 


(B) バッテリー 


(ii) 本サブセクションは以下には適用されない： 


(A) 室内使用向けのプラスチック製外部筐体(external enclosures)を有する電気電子製品 


(B) 配線で接続されている場合のみ電力の供給を受けて、建物の固定された電気配線の恒久


的な一部となっている消費者製品。これには配線装置、制御装置、配電設備、照明器具、


検出器、調光器、制御装置及び生命安全システム及び装置が含まれる。 


(C) 医療機器として FDA により規制されている消費者製品 


(D) 天然ガスのような非電気的加熱エネルギー源を使用するために設計された消費者製品 


(iii)本サブセクションは、本サブセクションの(a)において記述される優先消費者製品の以下


の部品には適用されない。 


(A) プリント基板及び内臓ファンのような手の届かない電子部品 


(B) 取り外し可能で交換可能だが、その完成品が完全に組み立てられ、機能する形状で 


あれば、手の届かない内部部品 


(C) 重量が 0.5g未満のプラスチック製外部筐体部品 


(D) スクリーン、しかし、本サブセクションはそのスクリーンを取り囲んでいるプラスチッ


ク製の外部筐体(external enclosures)には適用される。 


(E) ワイヤ、コード、ケーブル、スイッチ、電球及びコネクター 


(b) 順守スケジュール 


(i)本サブセクションの(c)における報告要求は、2024年 1月 1日に施行される。 


(ii)報告当事者はWAC 173-337-060に従って、当局(ecology)へ申告(notification)を提出しなく


てはならない。 


(A) 2025年 1月 31日までに 


(B) その後、毎年、1月 31日までに 
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(c)報告 


製造者は、本サブセクションの(a)において記述される優先消費者製品が、意図的に添加さ


れた機ハロゲン系難燃剤を含有している旨の通知(notice)を提供しなくてはならない。製


造者はWAC 173-337-060に従って当局(ecology)へ通知(notice)を提出しなくてはならない。 


(i)当局(Ecology)は、以下のハロゲンの検出を前提にする： 


(A) 均一材料中の 1,000 ppmを超える総量臭素濃度は意図的に添加された有機ハロゲン系難


燃剤を示す。 


(B) 均一材料中の 1,000 ppmを超える総量塩素濃度は意図的に添加された有機ハロゲン系難


燃剤を示す。 


(C) 均一材料中の 1,000 ppmを超える総量フッ素濃度は意図的に添加された有機ハロゲン系


難燃剤を示す。 


(ii) 製造者は、以下の情報を含む陳述を当局(Ecology)に提出することで本推定(順法違反の


嫌疑)に反論できる 


(A) 本陳述を提出する者の名称と住所 


(B) 有機ハロゲン系難燃剤が意図的に添加されていない旨の陳述。本陳述を裏付ける信頼で


きる証拠を提供し、それには有機ハロゲン系難燃剤が意図的に添加されていないこと


を証明するのに関連する情報、データ及び情報源を含む。 


 


(3) ポリウレタンフォームから作られたレクリエーション用の被覆壁の詰め物 


(covered wall padding) 


(a) 適用 


(i)優先消費者製品 本サブセクションは、ポリウレタンフォームから作られたレクリエーシ


ョン用の被覆壁の詰め物(covered wall padding)に適用される。 


(ii)本サブセクションは、本セクションのサブセクション(4)(a)(i)において収載されている優


先消費者製品には適用されない。 


(b)順守スケジュール 


(i) 本サブセクションの(c)における報告要求は、2024年 1月 1日に施行される。 


(ii) 報告当事者は WAC 173-337-060 に従って、当局(ecology)へ届出(notification)を提出しな


くてはならない。 


(A) 2025年 1月 31日までに 


(B) その後、毎年、1月 31日までに 


(c)報告 


製造者は、本サブセクションの(a)において記述される優先消費者製品が、意図的に添加さ


れた本サブセクションの(c)(i)に収載された優先化学物質を含有している旨の通知(notice)


を提供しなくてはならない。製造者は WAC 173-337-060 に従って当局(ecology)へ通知


(notice)を提出しなくてはならない。 
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(i)優先化学物質 


(A)有機ハロゲン系難燃剤 


(B) 以下の有機リン酸エステル系難燃剤 


・Ethylhexyl diphenyl phosphate (EHDPP, CAS RN: 1241-94-7). 


・Isopropylated triphenyl phosphate (IPTPP, CAS RN: 68937-41-7). 


・Tributyl phosphate (TNBP, CAS RN: 126-73-8). 


・Triorthocresyl phosphate (TCP, CAS RN: 1330-78-5). 


・Triphenyl phosphate (TPP, CAS RN: 115-86-6). 


(ii)当局(Ecology)は、以下のものの検出を前提にする： 


(A) 均一材料中の 1,000 ppmを超える総量臭素濃度は意図的に添加された有機ハロゲン系難


燃剤を示す。 


(B) 均一材料中の 1,000 ppmを超える総量塩素濃度は意図的に添加された有機ハロゲン系難


燃剤を示す。 


(C) 均一材料中の 1,000 ppmを超える総量フッ素濃度は意図的に添加された有機ハロゲン系


難燃剤を示す。 


(D) 均一材料中の 1,000 ppm を超える濃度の本サブセクション(個別に又は合わせて)の(c)(i)


に収載された有機リン酸エステル系難燃剤は意図的に添加された有機リン酸エステル


系難燃剤を示す。 


(iii) 製造者は、以下の情報を含む陳述を当局(Ecology)に提出することで本推定(順法違反の


嫌疑)に反論できる 


(A) 本陳述を提出する者の名称と住所 


(B) 本サブセクションの(c)(i)に収載された機ハロゲン系難燃剤又は有機リン酸エステル系


難燃剤が意図的に添加されていない旨の陳述。本陳述を裏付ける信頼できる証拠を提


供し、それには有機ハロゲン系難燃剤又は有機リン酸エステル系難燃剤が意図的に添


加されていないことを証明するのに関連する情報、データ及び情報源を含む。 


 


(4)その他のポリウレタンフォームから作られたレクリエーション用製品 


(a)適用 


(i)優先消費者製品。本サブセクションは以下に適用される： 


(A) ポリウレタンフォームから作られた被覆レクリエーション用の床材 


(B) ポリウレタンフォームから作られた被覆レクリエーション用マット 


(C) ポリウレタンフォームから作られた屋外レクリエーション用製品 


(D) ポリウレタンフォームから作られた被覆されていないレクリエーション用製品 


(ii) 本サブセクションは、以下には適用されない： 


(A) ポリウレタンフォームから作られたレクリエーション用の被覆壁の詰め物 


(covered wall padding) 
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(B) 屋外運動場設備 


(b) 順守スケジュール 


本サブセクションの(c)における制限は、2025年 1月 1日に施行される。 


(c)制限 


意図的に添加された本サブセクションの(c)(i)に、個別に又は組み合わさって収載されて


いる、優先化学物質を含有する本サブセクション(a)に記述される優先消費者製品を、製


造、販売又は流通してはならない。 


本規則は、2025 年 1 月 1 日前に製造された本サブセクションの(a)に記述された優先消費


者製品には適用されない。 


(i)優先化学物質 


(A) 有機ハロゲン系難燃剤 


(B) 以下の有機リン酸エステル系難燃剤 


・Ethylhexyl diphenyl phosphate (EHDPP, CAS RN: 1241-94-7). 


・Isopropylated triphenyl phosphate (IPTPP, CAS RN: 68937-41-7). 


・Tributyl phosphate (TNBP, CAS RN: 126-73-8). 


・Triorthocresyl phosphate (TCP, CAS RN: 1330-78-5). 


・Triphenyl phosphate (TPP, CAS RN: 115-86-6). 


(ii)当局(Ecology)は、以下のものの検出を前提にする： 


(A) 均一材料中の 1,000 ppmを超える総量臭素濃度は意図的に添加された有機ハロゲン系難


燃剤を示す。 


(B) 均一材料中の 1,000 ppmを超える総量塩素濃度は意図的に添加された有機ハロゲン系難


燃剤を示す。 


(C) 均一材料中の 1,000 ppmを超える総量フッ素濃度は意図的に添加された有機ハロゲン系


難燃剤を示す。 


(D) 均一材料中の 1,000 ppm を超える濃度の本サブセクション(個別に又は合わせて)の(c)(i)


に収載された有機リン酸エステル系難燃剤は意図的に添加された有機リン酸エステル


系難燃剤を示す。 


(iii) 製造者は、以下の情報を含む陳述を当局(Ecology)に提出することで本推定(順法違反の


嫌疑)に反論できる 


(A) 本陳述を提出する者の名称と住所 


(B) 本サブセクションの(c)(i)に収載された有機ハロゲン系難燃剤又は有機リン酸エステル


系難燃剤が意図的に添加されていない旨の陳述。本陳述を裏付ける信頼できる証拠を


提供し、それには有機ハロゲン系難燃剤又は有機リン酸エステル系難燃剤が意図的に


添加されていないことを証明するのに関連する情報、データ及び情報源を含む。 
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WAC 173-337-113 Alkylphenol ethoxylates. アルキルフェノール エトキシレート 


洗濯洗剤 


(1) 適用 


優先消費者製品。本サブセクションは洗濯洗剤に適用される。 


(2) 順守スケジュール 


本セクションのサブセクションの(3)における制限は、2025年 1月 1日に施行される。 


(3) 制限 


alkylphenol ethoxylates.を、1,000 ppm以上、個別に又は組み合わさって含有する、本セク


ションのサブセクションの(1)において記述される優先消費者製品を製造、販売又は流通


してはならない。 


本規則は、2025 年 1 月 1 日前に製造された本セクションのサブセクション(1)に記述さ


れた優先消費者製品には適用されない。 


 


 


WAC 173-337-114 Bisphenols. ビスフェノール 


(1) 飲料缶 


(a) 適用 


(i) 優先消費者製品。本サブセクションは飲料缶に適用される。 


(ii) 本サブセクションは、食品缶には適用されない。 


(b)順守スケジュール 


本サブセクションの(c)における制限は、2025年 1月 1日に施行される。 


(c) 制限 


(i)TMBPF 系エポキシの缶の裏張りを除いて、ビスフェノール系のエポキシの缶の裏張りを


含有する本サブセクションの(a)において記述される優先消費者製品を製造、販売又は流


通してはならない。 


本規則は、2025 年 1 月 1 日前に製造された本サブセクション(a)に記述された優先消費者


製品には適用されない。 


(ii)当局(ecology)は、TMBPF を除いて、ビスフェノールの検出は、ビスフェノール系のエポ


キシの缶の裏張りを示すと見なす。 


(iii)製造者は、以下の情報を含む陳述を当局(Ecology)に提出することで本推定(順法違反の嫌


疑)に反論できる 


(A) 本陳述を提出する者の名称と住所 


(B) 優先消費者製品がビスフェノール系のエポキシの缶の裏張りを含有していない旨の陳


述。本陳述を裏付ける信頼できる証拠を提供し、それにはビスフェノール系のエポキシ


の缶の裏張りを含有していないことを証明するのに関連する情報、データ及び情報源を
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含む。 


 


(2)食品缶 


(a)適用 


(i) 優先消費者製品。本サブセクションは食品缶に適用される。 


(ii)本サブセクションは飲料缶には適用されない。 


(b)順守スケジュール 


本サブセクションの(c)における制限は、2024年 1月 1日に施行される。 


(ii)報告当事者は、WAC 173-337-060 に従って、当局(ecology)へ届出(notification)を提出しな


くてはならない： 


(A) 2025年 1月 31日までに 


(B) その後、毎年、1月 31日までに 


(C) 報告 


製造者は、本サブセクションの(a)において記述されている優先消費者製品が、ビスフェ


ノール系のエポキシの缶の裏張りを含有する旨の通知(notice)を提供しなくてはならない。


本規則は TMBPF系エポキシの缶の裏張りを含まない。 


製造者は、WAC 173-337-060に従って、当局(ecology)へ通知(notice)を提出しなくてはなら


ない。 


(i)当局(ecology)は、TMBPF(tetramethyl bisphenol F (CAS RN: 5384-21-4))を除いて、ビスフェ


ノールの検出は、ビスフェノール系のエポキシの缶の裏張りを示すと見なす。 


(ii) 製造者は、以下の情報を含む陳述を当局(Ecology)に提出することで本推定(順法違反の


嫌疑)に反論できる 


(A) 本陳述を提出する者の名称と住所 


(B) 優先消費者製品がビスフェノール系のエポキシの缶の裏張りを含有していない旨の陳


述。本陳述を裏付ける信頼できる証拠を提供し、それには優先消費者製品がビスフェノ


ール系のエポキシの缶の裏張りを含有していないことを証明するのに関連する情報、デ


ータ及び情報源を含む。 


 


(3)感熱紙 


(a)適用 


(i) 優先消費者製品。本サブセクションは感熱紙に適用される。 


(ii)本サブセクションは、医療機器として FDA によって規制されている消費者製品には適用


されない。 


(b)順守スケジュール 


本サブセクションの(c)における制限は、2026年 1月 1日に施行される。 


(c) 制限 
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(i)意図的に添加されたビスフェノールを含有する、本サブセクションの(a)において記述さ


れる優先消費者製品を製造、販売又は流通してはならない。 


本規則は、2026 年 1 月 1 日前に製造された本サブセクション(a)に記述された優先消費者


製品には適用されない。 


(ii)当局(ecology)は、200 ppmを超える濃度のビスフェノールの検出は、意図的に添加された


ビスフェノールを示すと見なす。 


(iii) 製造者は、以下の情報を含む陳述を当局(Ecology)に提出することで本推定(順法違反の


嫌疑)に反論できる 


(A) 本陳述を提出する者の名称と住所 


(B) ビスフェノールが意図的に添加されていない旨の陳述。本陳述を裏付ける信頼できる証


拠を提供し、それにはビスフェノールが意図的に添加されていないことを証明するのに


関連する情報、データ及び情報源を含む。 


 


 


WAC 173-337-020 免除の要請 


(1) 本章への順守を要求される者は、本章の要求事項からの免除を要請することができる。 


(2) 当局(ecology)は、免除の要請を評価する際に、以下の項目を含む客観的要因を使用する


が、これには限定されない： 


(a)その優先化学物質がその優先消費者製品にとって不可欠であり、代替が存在しない。 


(b)その制限に順守してその他の法的に課せられた要求事項に順守することが、現状、不可


能である。 


(c) 予期しない出来事又は状況によって、代替の利用可能性が制限された。 


(3)本章の要求事項からの免除を要求する者は、以下の情報を含む要請を当局へ提出しなく


てはならない。 


(a)自分の名称及び住所 


(b)免除を要請する本章における要求事項 


(c)免除の必要性及び正当化の陳述。それにはその必要性及び正当化に関係する情報、 


データ又は情報源を含む。 


(4)免除の要請を提出する者は、以下の証明書を作成しなくてはならない。 


「私は、ワシントン州法の下における偽証罪によって罰せられるという条件で、 


本文書及びすべての添付文書は、有資格者が適切に収集して提出された情報を評価した 


ことを保証するために作られたシステムに従って、自分の指示又は監督の下に作成され


たことを証明する。本システムを管理する者又は本情報を収集することへの直接の責任


がある者又はその一人としての私の調査に基づいて、私が知る限り及び私が信じる限り


では、本情報は、真実であり、正確でありかつ完全である。」 


(5) 本セクションのサブセクション(3)及び(4)における要求事項を満足する者は、当局が 
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その要請に関しての決定を行うまで、免除を要求した要求事項からの一時的に免除さ 


れる。 


(6)本章の要求事項からの免除への要請に関する当局の初期の決定によって悪影響を受ける 


者は、当局の責任者又は被指名人による決定の見直しを要請することができる。 


当局の最終決定は、その後の行政的見直しには従わない。 


 


 


WAC 173-337-025  用語及び定義(抜粋) 


定義 


・消費者製品とは、すべての組成部品及び包装材を含めて、住居用又は商業用のために販売


される商品を意味する。 


・Ecologyとは、ワシントン州の環境部門を意味する。 


・電子ディスプレイとは、主たる機能として、有線の又は無線の情報源からの視覚情報を 


表示する、表示画像及び関連する電子機器を意味する。 


・既存在庫(Existing stock)とは、制限の施行時点での商業上の消費者製品を意味する。 


・外部筐体とは、そうでなければ、電気ショックのリスクを呈する又は内部で発生する電気 


妨害により開始する火炎伝播を遅らせることができるその機器のすべて又はいずれかの 


部分へ手が届かないようにする完成品の外側の部分を意味する。 


・難燃剤とは、効率的に火炎伝播を遅らせるために、ある材料に添加される又はそれと反応 


される化学物質を意味する。その他の化学物質が明確に難燃性の目的のために使用され


ている場合、反ドリップ(anti-drip)機能を付与するためにその製品中に使用されている化


学物質は難燃剤ではない。 


・手が届かない電子部品とは、内部に設置されて全体的に別の材料内に閉じ込められてい


て、その製品の外には出てこない又は何らかの合理的に予見できる使用又はその製品の


乱用の間に手が届く、電子製品の一部又は部品を意味する。 


・意図的に添加された優先化学物質又は意図的に添加されたとは、最終製品又は製品又は製


品の部品の製造において意図された機能を果たすものを意味する。 


・有機ハロゲン系とは、炭素に結合した一つ以上のハロゲン元素を含む何らかの化学物質を 


含有する化学物質のクラスを意味する。 


・Ortho-phthalatesとは、オルソ位における 2つのカルボキシ基から構成される 


benzenedicarboxylic acid の合成された chemical esters を意味する。 


・Perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances 又は PFASとは、少なくとも 1つの完全


にフッ素化された炭素原子を含有するフッ素化された有機化学物質のクラスを意味する。 


・優先化学物質とは、第 70A.350 RCW 章の下における優先化学物質として当局(ecology)に


よって特定された化学物質又は化学的分類を意味する。 


・優先消費者製品とは、優先化学物質の重要な供給源又は用途であると当局(ecology)に 
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よって特定された製品を意味する。 
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